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2025年 11月 17日 

株式会社ダイユーエイト 
 代表取締役 栁沼 忠広 

 
 
 
 
 
 

 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

株式会社ダイユーエイトは、景品表示法第七条第一項の規定に基づく消費者庁の措置命令

（令和七年十一月五日付）に従い、次のとおり公示いたします。 

 株式会社ダイユーエイトは、家庭用品やペット用品など１１３商品（以下「本件１１３

商品」といいます。）を一般消費者に販売するに当たり、令和六年十月二十九日から令和七

年五月十三日までの間、「Qoo10」と称するウェブサイトに開設した 

「ダイユーエイト.com」と称するウェブサイトにおいて、原産国（地）に係る表示として

「国内」と表示することにより、日本が原産国であるかのように示す表示をしておりまし

た。実際には、本件１１３商品は日本以外の国で生産されたものでした。 

 

 この表示は、外国で生産された本件１１３商品について、その商品の原産国以外の国の

国名に類するものを示すものであって、本件１１３商品が実際の原産国（地）で生産され

たものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるものであり、そ

れぞれ本件１１３商品の原産国について一般消費者に誤認されるおそれのあるものであ

り、景品表示法に違反するものでした。 

 

 当該サイトを日頃よりご利用いただいておりますお客様ならびに、関係する皆様に多大

なるご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 なお、対象の商品もしくは商品パッケージに掲載されておりました原産国（地）は正し

いものであり、また、その商品の性能や品質、安全性について影響を与えるものではござ

いません。 

 

 株式会社ダイユーエイトでは、本件を真摯に受け止めるとともに、より一層の対策を講

じ、今後このような事態が発生することのないよう努めて参る所存でございます。何卒ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

お詫びとお知らせ 

なお、本件に関するお問い合わせは下記までお願いします。 

株式会社ダイユーエイト   

電話：024-545-2215（代表） 

受付時間：平日午前９時～午後６時 


